
 

（3）全体総括 

■評価された点 

・本年は 3月下旬時点で少雪による渇水対策として、6月からの番水（上江・

中江幹線用水路の上下流輪番制）実施を決定し、農業用水情報等により周知を

図ったものの、梅雨時期に適度な降雨があったため、実施延期した。しかしな

がら、7月下旬以降、異常高温・無降雨が続いたことから、速やかに番水体制

に移行することが出来た。来年以降も、同様の気象状況が続くことも想定され

るため、河川水量の増減に深く関係する冬期間の降雪量に関わらず、毎年番水

カレンダーを作成し、無降雨連続何日などの一定条件を満たした場合には即番

水に移行できる体制を整備することを理事会にて提案予定。 

 

・平成 6年の大干ばつ以来の事態で、かんがい期終盤において、水源である笹

ヶ峰ダム、野尻湖の貯水量が底を尽いたため、補給ポンプ計 7基を設置し通水

量確保に努め、どうにかかんがい期間を乗り切ることが出来た。今後とも、新

潟県との連携を密にし、かんばつ対策関連の補助事業等を最大限活用していき

たい。 

 

 

■改善を要する点 

・番水実施以降、最下流域までの通水量が確保されたが、番水における上下流

分界点の設定については、今後の検討課題とする。例として、下流域の中の最

上流部において過剰取水が行われる傾向があったため、改良区として分水ゲー

ト操作、監視に多大な労力を割くこととなった。 

 

・番水カレンダーと揚水機場運転カレンダーのデザインが類似し、さらに周期

も両方とも２日毎であったため、一部において混同されることがあった。 

 

・一部の揚水機場受益地ほ場において、給水不足に起因する水稲枯死が発生し

た。以前より給水条件の悪いほ場において発生し、さらに耕作者が地域外から

の入り作であり地元との連絡が密ではないことも、被害原因となった。今後、

公平な給水に向け、地域内でかんばつ状態となった場合には、給水栓の操作権

限を制限する等の給水ルール整備が必要。 
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４）事業費 

 番水及び干ばつ対策に要した経費は下記のとおり。 

No. 項目 内容 金額（円） 

1 補給ポンプ設置 補給ポンプ、発電機設置 計７箇所 3,520,000 

2 用水路改修  330,000 

3 燃料費 発電機用軽油 272,000 

4 番水操作人件費 77 名×3,500 269,500 

合 計 4,391,500 

 

※1.2 については、県単干ばつ応急対策により 50％補助を見込む。上越市から 

は 3も含め上乗せ補助を予定。 
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５．揚水機場の管理
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揚水機場稼働計画平面図

揚水機場

凡例
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1 東中島地区第１号 42.8 中江幹線第４号（東江）用水

2 東中島地区第２号 55.1 中江幹線第４号（東江）用水

3 上千原地区第１号 54.1 中江幹線第４号（西江）用水

4 上千原地区第２号 62.7 中江幹線第４号（西江）用水

5 重川地区第１号 64.3 中江幹線第5号+第４号（西江）

6 重川地区第２号 44.7 中江幹線第４号（西江）用水

7 重川地区第３号 31.5 中江幹線第３号用水

8 重川上流地区第１号 66.6 中江幹線第３号＋第５号用水

9 重川上流地区第２号 38.4 中江幹線第５号用水

10 上江保倉地区第１号 71.8 上江支線用水

11 上江保倉地区第２号 53.0 上江支線用水

12 上江保倉地区第３号 62.8 上江支線用水

13 上江保倉地区第４号 93.8 上江支線用水

14 上江保倉地区第５号 92.1 上江支線用水

15 板倉西部地区第１号 60.3 上江幹線用水

16 板倉西部地区第２号 57.9 県営関川右岸幹線用水反復水

17 中江北部第１地区第１号 47.9 中江幹線第４号用水

18 中江北部第１地区第２号 76.0 中江幹線第４号＋第５号用水

19 中江北部第１地区第３号 47.4 中江幹線第４号（西江）用水

20 中江北部第２地区第１号 97.8 中江幹線第２号＋第３号用水

21 中江北部第２地区第２号 86.9 中江幹線第３号用水

22 中江北部第２地区第３号 80.8 野田江用水

23 中江北部第２地区第４号 96.2 野田江用水

24 中江北部第２地区第５号 95.5 榎用水

25 中江北部第２地区第６号 89.0 中江幹線第3号＋第５号用水

26 津有南部第１地区 214.9 中江幹線用水路

27 津有南部第２地区第２号 56.9 中江幹線用水路

28 津有南部第２地区第３号 106.8 中江幹線用水路

29 三和西部地区第１号 76.8 上江幹線用水

30 三和西部地区第２号 66.8 上江幹線用水

31 三和西部地区第３号 92.5 上江幹線用水

32 三和南部地区第１号 50.4 上江幹線用水

33 三和南部地区第２号 63.6 川浦用水

34 三和南部地区第３号 85.2 川浦用水

35 三和南部地区第４号 83.9 上江幹線用水

36 高士西部地区 48.8 上江幹線用水反復水Ａ
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揚水機場名
受益面積
（ha）

関係用水
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別紙１ 
令和 5 年度 揚水機場運転カレンダー 

【Ａブロック】 
東中島第１号、上千原第２号、重川第１号、重川上流第１号、上江保倉第１号、同第３号、 
同第５号、板倉西部第１号、中江北部第１第２号、同第３号、中江北部第２第１号、同第４号、 

同第６号、津有南部第１、三和西部第２号、同第３号、三和南部第１号、同第３号、高士西部 

【B ブロック】 
 東中島第２号、上千原第１号、重川第２号、同第３号、重川上流第２号、上江保倉第２号、 

同第４号、板倉西部第２号、中江北部第１第１号、中江北部第２第２号、同第３号、同第５号、 

津有南部第２第２号、同第３号、三和西部第１号、三和南部第２号、同第４号 

【注意】 

・代掻き、田植え期間は、地域で決められたスケジュールで運転してください。 

・５月２９日以降、カレンダーに基づいた運転をお願いします。 

・最大 48 時間連続運転（前日 18 時から翌日 18 時）可能としますが、用水需要 

により運転時間を調整して下さい。 

（Aブロック 48 時間連続運転の場合の例：5月 29 日 18 時から 5月 31 日 18 時まで）  

 ・フェーン緊急情報が発令された際は、別途、稼働時間等を調整し連絡します。 

 

：Ａブロック運転日       ：B ブロック運転日 

 

【６月】 
月 火 水 木 金 土 日 

   5/18 5/19 5/20 5/21 

5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28 

5/29 5/30 5/31 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
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